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志願先変更手続の概略図

高旧 中 高新
等志 学 等志

区 分 学願 関 係 書 類 校 関 係 書 類 学願
校先 長 校先
長 長

っ 定 推
た を 薦 ①志願変更届 (3)

他 受 受 入 ②交付済受験票 (定時→全日へ変更する場合は新入

校 験 け 学 (一般は1-2，推薦は8-2) ● 学願書に１,２５０円分の茨城県収
へ 者 な の 入証紙をはる。)
の か 内 ①新入学願書(1-1)
出 ①志願取消証明書(4) ②志願取消証明書(4)
願 一

般 ①新受験票(1-2)

推 同
薦 一 ①新入学願書(1-1)
入 学 ②交付済受験票(8-2) ●

同 学 科
の 出 へ

一 内 願 の ①新受験票(1-2)
定

学 を 他 ①新入学願書(1-1)
受 学 ②志望変更届(5)

校 け 科 ③交付済受験票(8-2) ●
な へ

内 受 か 出 の ①新受験票(1-2)
験 っ 願 ②志望変更受理証(6)

の 者 た

変
一 般 ①交付済受験票(1-2)

更 ②志望変更届 (5) ●
全日→全日

①新受験票(1-2)
＊ 全日→定時 ②志望変更受理証(6)
第 (新受験票は旧受験票を朱で訂正した
２ 定時→定時 受験票）
志
望
の (新入学願書に１,２５０円分の茨城
み 県収入証紙をはる。)
の ①新入学願書(1-1)
変 一 般 ②交付済受験票(1-2)
更 ③志望変更届 (5) ●
も
含 定時→全日 ①新受験票(1-2)
む ②志望変更受理証(6)
。

志願先変更期間：平成１９年２月２１日（水）～平成１９年２月２２日（木）

注１ 志望変更受理証は，中学校長又は本人が保管するものとする。

２ 同一学校内の変更で，推薦入学の内定を受けなかった受験生が同一学科へ出願するとき，第２志望の変更があれば志望変更届を提

出するものとする。

３ 推薦入学の内定を受けなかった受験者の調査書は，新たに作成し，新志願先高等学校長に提出する。ただし，同一学校を志願する

場合は，調査書を新たに提出する必要はない。

４ 自己申告書や転入に関する書類等は，新志願先高等学校長に提出する。ただし，旧志願先高等学校長から受け取り，新志願先高等

学校長へ提出することもできる。

５ （ ）内の数字は様式番号を示す。

６ 連携型入学者選抜の内定を受けなかった受験者については，推薦入学の内定を受けなかった受験者に準じて取り扱うものとする。
７ 詳細については，本実施細則の各項を参照すること。


